
大阪府立精神医療センター再編整備事業　業務要求水準書　別添資料4仮病棟等想定計画図（既存建物棟別詳細及び建替条件）　追加資料

仮病棟（仮設デイケア）必要諸室及び面積

室　　　名 数 面積 主な用途 機構で移設する備品等 ＳＰＣで移設する備品等 必要な備品・設備等 備考

和室 1 26
●プログラム：リラクゼーション、おしゃ
べり、ミーティング等　●メンバーの休

折りたたみ和机、休養用の毛布・枕、掃除機

集団療法 1 35
●プログラム：ＳＳＴ、ＡＴ、心理教育、
音楽、書道、芸術、カラオケ等　●各プ
ログラムのミーティング

テーブル、椅子、本棚、ホワイトボード、カラオ
ケ、テレビ、棚、ビデオデッキ、ＤＶＤデッキ

作業室 1 35 プログラム：手工芸、パソコン テーブル、椅子、保管庫、棚、パソコン
流し、給排水、ガス、イン
ターネット配線

ディルーム 1 78 メンバー全体ミーティング、食事、休憩

テーブル、椅子、本棚、テレビ、掃除道具保管
庫、パソコン、ホワイトボード、健康運動器具、血
圧測定器、卓球台、マージャン台、洗濯機、乾燥
機、電子レンジ

ティーサーバー、製氷機
流し、テレビアンテナ線、
給湯、給排水

執務室 1 31
スタッフの執務、スタッフの食事、プロ
グラム準備

事務机、椅子、各種書類、パソコン、プリンター、
カルテワゴン、各種棚

スタッフ用便所（１穴）
流し、電磁調理台
給排水、ガス

静養 1 10 状態悪化、体調不良のメンバーの休養 ベッド、スクリーン

診察 1 8 応急的な診察、処置 ベッド、薬品棚、テーブル、冷蔵庫
給排水
処置用の流し

面接 1 7 メンバー、家族、関係者との面接 テーブル、椅子

スタッフ更衣
（男・女）

2 20 ロッカー

便所（男・女） 2 20

更衣（男） 1 15 更衣、入浴指導 ロッカー シャワー（1基）

更衣（女） 1 10 更衣、入浴指導 ロッカー シャワー（１基）

喫煙 1 6 テーブル、椅子 換気扇

倉庫 1 17 各種備品

玄関 1 下足箱、傘立て

配膳室１７ 1 昼食の盛り付け、食器洗浄、食器乾燥 配膳台、食器保管庫
食器乾燥機（ガス、現在、
10-2病棟に設置）

給排水、ガス

合計 318 廊下含まず



大阪府立精神医療センター再編整備事業　業務要求水準書　別添資料4仮病棟等想定計画図（既存建物棟別詳細及び建替条件）　追加資料

仮病棟（仮設作業療法）　必要諸室及び面積

室　　　名 数 面積 主な用途 機構で移設する備品等 ＳＰＣで移設する備品等 必要な備品・設備等 備考

創作室１ 1 95
手芸、皮細工、ワープロ、パソコン等実
施。

電動ミシン、、作業台、作品棚など
ガス湯沸かし器、ミニキッ
チン

給排水、ガス
流し

創作室２ 1 35
絵画、書道、カラオケ等の教室活動と、
創作1室の補助的な活用を行う。

整理棚、カラオケ機材
給排水、ガス
流し

陶芸室 1 35 陶芸活動に使用。
・室内に設置するより、別の場所に設置するほう
が良いと考える。電動轆轤、作業台、作品棚など

陶芸用ガス窯
給排水、ガス
流し

デイケアと共用

多目的室 1 35 簡単な加工作業を実施（前職を含む）。 作業台、スチール保管庫等

木工室 1 35 木工作業に使用。
、ボール盤、電動糸鋸、グラインダー、サンダー、
各種電動工具、大工道具一式

作業テーブル
工具保管庫、塗料保管

デイケアと共用

調理室 1 30 料理教室として使用。 食器棚等
調理台・シンク・ガスコン
ロ

給排水・ガス
流し

試食室 1 20 料理教室で作った料理の食事に使用。 テーブル・椅子・食品貯蔵庫等

スタッフルー
ム

1 50 執務
机、パソコン、コピー機、勤態システム、冷蔵庫、
カルテ保管庫、事務用品保管庫など

ミニキッチン 給排水、ガス
OTR7、OTA6、
Ns1、講師及び
OTS数名分

材料倉庫 1 30 活動材料、完成作品の保管に使用。 スチール棚

カルテ・書類
保管

1 6
経年カルテ、終了者カルテ、資料など
の保管に使用。

スチール棚、保管庫など

面接室 1 10

喫煙コー
ナー

1 6 喫煙者との分煙に使用。 換気扇設置。

通院ロッカー
室（男・女）

2 17

トイレ　（男・
女）

2 30 患者及び職員共用

職員更衣室 2 26 職員、指導員の更衣に使用、 ロッカー移設 男女各1

合計 460 廊下含まず

特記事項
・各寸法・各室の面積は参考数量とする。提案により、機能が満たされる限り10％まで増減可能である。
・全体の面積は５％まで増減可能である。
・構造・階数・棟数は提案による。
・各室はその用途に応じた防音効果、断熱効果を有すること。
・各室の仕様は上記一覧表に記載のほか、本設の要求水準書に準ずること。
・仮設病棟等の建設に伴い必要となる既設病棟の改修はＳＰＣの責任で行うこと。
・居室は空気調和設備をも設けること。
・照明、電気コンセント、換気扇等用途に応じ適宜設けること。


